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前回会議からの猪名川町地域公共交通計画（案）の更新について 

①地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）活用

への対応（計画書に必要な記載事項）による更新 

【P26：6 行目】 

・「地方運輸局長が指定する交通不便地域である阿古谷地区を含む以下のエリアを運行」を追

記 
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【P49：表 4.1 猪名川町における公共交通の役割分担と位置付け】 

・生活交通の役割のうち、チョイソコいながわの役割として、「移動が困難な交通不便地域の解

消を担う交通モードの役割」を追記 
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【P54：表 5.1 猪名川町における公共交通再編の方向性】 

・生活交通における再編の方向性のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フ

ィーダー系統確保維持費国庫補助金）を活用する旨を追記 
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②委員の指摘を踏まえた更新箇所 

【P17：図 2.16 公共交通ネットワーク】 

・チョイソコいながわの運行エリアに地区名称を追記（大島地区、阿古谷地区、松尾台地区） 
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【P26：図 2.24 デマンド交通「チョイソコいながわ」の運行エリア】 

・チョイソコいながわの運行エリアに地区名称を追記（大島地区、阿古谷地区、松尾台地区） 
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【P49：表 4.1 猪名川町における公共交通の役割分担と位置付け】 

・生活交通の役割のうち、タクシーの役割を更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】第 4 回地域公共交通会議（令和 3 年 12 月 17 日開催）時点 
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③その他更新箇所 

【P64：5.4 計画のスケジュール】 

・施策の実施スケジュール一覧を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


